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免除 

保育所・幼稚園に通う

兄姉から数えて第３

子以降である。 

小学校１年生以上の兄

姉から数える場合は第

３子以降になる。 
０～２歳児 

町住民税の額が

169,000 円未満 

小学校１年生以上の

兄と姉から数える場

合は第２子である。 

基準額の４分の１ 基準額の２分の１ 

町住民税の額が

57,700 円未満 

はい 

いいえ 

保育所・幼稚園に

通う兄姉から数え

て第２子である。 

はい 

はい 

いいえ 

はい 

減免はありません 

いいえ 

はい 

いいえ 

（３歳児以上） 

（参照）令和３年度 保育料の多子軽減割合確認補助表（２号、３号認定子ども用） 
※母子・父子認定などの特別認定の場合はこれによりません。 

※『町住民税の額』は、保育料算定の範囲に係る保護者等の市町村住民税所得割額を合計したものです。 

※年度途中に減免の対象や所得制限などの内容に変更の可能性があります。 

所得制限 

所得制限 

保育所・幼稚

園に通う兄姉

から数えて第

２子である。 

令和２年９月～ 
宇多津町保健福祉課 

町住民税

の額が非

課税 

免除 


